
ごま油及び食品ごまの製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について
～ヱスビー食品／丸美屋食品工業向けに販売されるごま油に係る違反行為～

対象商品

合意

２社でシェア１００％

違反事業者
２社

かどや製油 ・ 竹本油脂

２社は、令和５年１月以降、２社の営業担当者が面談及び電話連絡をして・・・

実施状況

丸美屋食品工業向けごま油の販売価格の

引上げに関する情報交換を行うことにより

遅くとも令和５年６月９日までに

「丸美屋食品工業向けごま油の販売価格を

共同して引き上げることを合意」

ヱスビー食品向けごま油の販売価格の

引上げに関する情報交換を行うことにより

遅くとも令和５年６月２０日までに

「ヱスビー食品向けごま油の販売価格を

共同して引き上げることを合意」

かどや
製油

竹本
油脂

ヱスビー食品丸美屋食品工業

背景 ごまの価格高騰等

ヱスビー食品向けごま油 ・ 丸美屋食品工業向けごま油

ヱスビー食品向けごま油の販売価格を引き上げていた。

丸美屋食品工業向けごま油の販売価格を引き上げていた。
令和５年７月１日以降、

ヱスビー食品向けごま油／丸美屋食品工業向けごま油の販売分野における競争を実質的に制限



ごま油及び食品ごまの製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について
～フンドーキン醤油向けに販売されるごま油及び食品ごまに係る違反行為～

令和４年１０月２８日の面談

フンドーキン醤油向けごま油／食品ごまの販売分野における競争を実質的に制限

① 令和５年６月１日以降、フンドーキン醤油向けごま油の販売価格を引き上げていた。

② 令和５年１０月１日以降、フンドーキン醤油向け食品ごまの販売価格を引き上げていた。

フンドーキン醤油向け

ごま油／食品ごまの販売価格を

・引き上げる必要がある旨

・各引上げについて２社が

協調して行う必要がある旨

について認識を共有

フンドーキン醤油向けごま油の

販売価格の引上げに関する

情報交換を行うことにより

遅くとも令和５年４月２４日までに

「フンドーキン醤油向けごま油の

販売価格を共同して

引き上げることを合意」・・・①

フンドーキン醤油向け食品ごまの

販売価格の引上げに関する情報交換を

行うことにより

遅くとも令和５年９月１２日までに

「フンドーキン醤油向け食品ごまの

販売価格を共同して

引き上げることを合意」・・・②

合意

かどや製油 ・ 竹本油脂

背景 ごまの価格高騰等

違反事業者
2社

対象商品

実施状況

令和５年２月以降の電話 令和５年７月以降の電話

フンドーキン醤油向けごま油／食品ごま

ごま油 ： ２社でシェア１００％
食品ごま ： ２社でほとんど全てのシェア


